
 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございますっ！ 

昨年は大変お世話になりました。今年も宜しくお願いいたします。初心忘れるべからず！By かじ 

第７回定例会において一般質問を行いました。以下、要旨についてご報告いたします。 

１．公共事業の労働者とサービスを守るために！ 

公共事業の請け手が、しっかりとした事業を行うとともに、そこに働く労働者が安心して働く事ができる

環境を整えるため、官民の契約を定める条例「公契約条例」について提言しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．スポーツで沼津市を元気にしよう！ 

スポーツ基本法が成立して 1 年半、沼津市の素晴らしい環境をスポーツに活かさない手はない！スポー

ツを推進するための計画や行政内にスポーツへ特化した部局の新設、大会やイベントを開催・誘致等積極的

な交流人口増加施策等について政策提言しました。 
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Q：公契約に関わる企業や労働者、あるいは行政サービスの価値、あるいは質の向上にむけて、公契

約条例の制定に取り組むべきと考えるが当局の考えは？ 

A：公契約条例で定める内容は、労働基準法や最低賃金法等と併せて国が法律を整備して取り組むべ

き問題と認識しています。引き続き、国や他自治体を注視していきます。 

「公契約条例」とは・・・ 

民間に委託している公共工事や委託事業等については、地方自治体の

厳しい財政状況によるコストダウンにより、サービスの質の低下や労働

者の雇用不安定、賃金や労働条件の低下、社会保険の不適用、技能技術

継承、教育訓練ができないといった問題が生じます。そのため、受託企

業の労働条件が、一定の水準を下回らない等を定める官民の契約をルー

ル化した条例「公契約条例」が必要になります。 

QQQQ：：：：スポーツを推進するための計画の基本的な考え方や地域活性化と交流人口増加を目的としたス

ポーツイベントの誘致・開催について、どの様に考えているか？ 

AAAA：：：：「すべての子供がスポーツを楽しむことが出来る環境の整備」「住民が主体的に参画する地域

のスポーツ環境の整備」等を基本的な考え方として地域住民の意見を聴きながら新年度に計画

していきます。また、スポーツイベントの開催支援を行い、地域活性化や沼津市のＰＲに努め

ています。引き続き、イベントの誘致や開催支援を行っていきます。 

QQQQ：：：：観光などの要素を含めたスポーツの推進やイベントの開催を戦略的に進めるために、推進部門を

市長部局として設置し、観光や文化などと連携した活動に取り組むべきと考えるが？ 

AAAA：：：：スポーツ推進部門の見直しにつきましては、現状の教育委員会事務局が良いのか、あるいは市長

部局とするのが良いのか、メリット・デメリットの検討及び他市町の状況を参考に研究します。 



そこで質問しますっ！ 

 

今どきの「話題」特集！身近な話題やこれからの予定など。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 以 上 】 

 

新東名の「駿河湾沼津サービスエリア」に、スマートインターチェンジ（スマート IC）

の設置が、着々と進められております。 

スマート IC 設置に当たっては、中日本高速道路(株)が施設を

管理・運営する前提があるので維持管理費を上回る利用料金等

の収入が必要で、一定条件下で推計の結果、駿河湾沼津スマー

ト IC 計画交通量が 3,600 台／日と、採算性等の最終確認がで

きたため、2012 年 12 月に地区協議会を設置しました。今後、

準備を進める中で国土交通大臣から連結許可を受けた後、

2013 年から事業に着手、2016 年度末に供用開始予定となっ

ております。 

新東名「駿河新東名「駿河新東名「駿河新東名「駿河湾沼津湾沼津湾沼津湾沼津サービスエリア」に「サービスエリア」に「サービスエリア」に「サービスエリア」に「スマートスマートスマートスマート ICICICIC」が」が」が」ができるっできるっできるっできるっ！！！！    

私の所属する会派「市民クラブ」のホームページにて、活動報告や後援会報、一般質問の録画放送のリ

ンクなど掲載しております。ぜひご覧ください。 

ホームページもご覧ください！ホームページもご覧ください！ホームページもご覧ください！ホームページもご覧ください！    

沼津市 市民クラブ 

駿河湾沼津サービスエリア 

 

年末年始になると、消費者のトラブルを耳にします。例えば、公共の職員を装った者に金銭を

請求されたり、訳の分からない募金を要求されたりと、その手口は年々刻々と変化しており、実

に巧妙です。 

その中でも、私が一般質問した「不用品回収業者」も同様で、軽トラックで巡回し家電製品等

を回収する業者や空き地に無料回収」の看板やのぼりを掲げて回収している業者は、無許可（違

法）業者の可能性があります。主なトラブルとしては、以下のような事例があります。 

○ 無料と言っていたのに、不用品を積載したら金銭を要求された。 

○ 処分を依頼したのに、不用品が不法投棄されていた。・・・など 

こんな事に巻き込まれないよう、以下を参考にしてください。 

○ 一般ごみは、定められた「ごみ集積場所」へ出しましょう。 

○ ＴＶ、冷蔵（冷凍）庫、洗濯（衣類乾燥）機、エアコンは、 

家電販売店へ依頼しましょう。 

○ パソコンは、パソコンショップに相談しましょう。 

○ 二輪車（オートバイ）は、廃棄二輪車取扱店へ依頼しましょう。 

○ その他、直接クリーンセンター（沼津市の場合は衛生プラント） 

へ持ち込みもＯＫです。 

※ 有料処分もありますが、適正なリサイクルにご協力をお願いいたします。 

不用品回収業者に注意っ！不用品回収業者に注意っ！不用品回収業者に注意っ！不用品回収業者に注意っ！    


